
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年１２月２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 釣り客死亡 

発生日時 平成２２年３月２２日（月、休日） ０９時１０分ごろ 

発生場所 千葉県館山市洲埼灯台から真方位２９６°４.１海里付近 

（概位 北緯３５°００.３′東経１３９°４１.０′） 

事故調査の経過  平成２２年３月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 徳
とく

丸、７.９トン 遊漁船 第五

 ＫＮ２－１３６１（漁船登録番号）、有限会社徳丸釣船宿  船舶番号、船舶所有者等 

 １１.９５ｍ（Lr）×３.４０ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 ディーゼル機関、３８２kＷ、昭和５９年４月１２日  機関、出力、進水等 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５８年１２月２０日 

  免許証交付日 平成２０年１２月１７日 

         （平成２５年１２月１９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（釣り客Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長１人が乗り組み、釣り客８人を乗せ、洲埼西北西方沖の釣

り場で、船長が操舵室で操船と見張りにあたり、釣り客が両舷に４人ずつ

分かれて約２ｍ間隔で座り、流し釣りを行っていた。 

 

船長は、潮上りをすることとし、釣り客全員が仕掛けを揚げたことを確

認したのち、機関を前進にかけ、魚群探知機で魚影を探しながら約５～６

ノットの速力で、北東方に約１００ｍ移動し、平成２２年３月２２日０９

時１０分ごろ本船を止め、釣り客に対して仕掛けを降ろすようにと指示を

し、甲板上を見渡したとき、右舷船尾付近で釣りをしていた釣り客Ａ（男

性５０歳）がいないことに気付いた。 

船長は、左舷船尾付近で釣りをしていた釣り客Ｂに依頼して、船尾部に

設けたトイレの中を確認してもらったが、釣り客Ａはおらず、船内の他の

場所にもいないことから、付近の僚船に無線で海上捜索を依頼した。 

釣り客Ａは、０９時２０分ごろ僚船によって発見され、病院に搬送され

たが、死亡が確認された。 

釣り客Ａの死因は、溺水と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３ 

海象：波高 約１.５ｍ、波周期 １３ｓ、海面水温 約１５℃ 
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 その他の事項 

 

 

 

 

 

釣り客Ａは、救命胴衣を着用していなかった。 

釣り客Ａは、乗船前及び乗船中に飲酒をしていたが、足元がふらつくな

どの様子は見受けられなかった。 

船長は、ふだんから釣り客に対して飲酒を控えるように注意をしていた

が、本事故当日の釣り客Ａの飲酒量などについては、把握していなかっ

た。 

釣り客Ａの船首方の隣で釣りをしていた釣り客Ｃは、潮上りを行う前に

釣り客Ａが船尾方へ歩いて行くのを目撃しており、トイレに行ったものと

思っていた。 

本船は、遊漁中、大きな船体動揺はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

不明 

 釣り客Ａの死因は、溺水であった。 

 本事故当時、波長の長い波浪であったことか

ら、波浪による大きな船体動揺はなかったものと

考えられる。 

 本船は、洲埼西北西方沖において遊漁中、釣り

客Ａが、潮上り前に甲板上で目撃され、約１００

ｍ移動した潮上り後の０９時１０分ごろ、船内に

いないことが確認されたことから、この間に、落

水したものと考えられるが、落水した状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 釣り客Ａが落水したことについて、飲酒による

関与の度合いを明らかにすることはできなかっ

た。 

原因  本事故は、本船が洲埼西北西方沖において遊漁中、釣り客Ａが落水した

ことにより発生したものと考えられる。 

 




